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事業用自動車による交通事故件数の推移

4

各モードの交通事故の推移交通事故全体と事業自動車の交通事故の推移

出典：警察庁「令和5年中の交通事故の発生状況」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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事業用自動車による交通事故死者数の推移
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各モードの交通事故死者数の推移
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業態別の特徴的な事故（貸切バス）

貸切バスの事故類型 貸切バスの死亡事故類型
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事故概要

岡山県真庭市 貸切バスの横転事故の概要について

○ 発生時刻・場所
 令和６年１２月９日（月）午前９時４３分頃、岡山県真庭市蒜山上徳山付近

○ 事故状況
     貸切バスが乗客４３名、添乗員１名を乗せ運行中、雪でスリップしたため停車したところ、左前輪の停止位置
が道路左側の法面にかかったため、進行方向左側面を下にして横転した。この事故により、乗客２名が重傷、９名
が軽傷を負った。

現場は、道路に積雪があるものの降雪しておらず轍部は路面が見えている状態であった。事業者からの情報によ
ると、当該貸切バスは岡山県の湯郷温泉から島根県の足立美術館に向かって運行しており、途中米子自動車道が
通行止めであったため一般道に迂回したものの、運転者が経路を誤って事故現場付近を運行していたもの。なお、当
該車両はスタッドレスタイヤは装着していた。（チェーンは未装着。）

出典：岡山放送ニュース

˗
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事故概要

○発生時刻・場所
・ 令和６年１２月９日（月）午後２時頃、北海道中富良野町の国道

○事故状況
・乗客３３名を乗せた貸切バスがガタンとした音を確認したと同時に停車、左後輪２本が脱落した。
・事故はホイールナットの緩みにより発生。
・日常点検は運転者が点検ハンマーを使用して実施。事故発生までの当日の走行距離は７～８０ｋｍ。
・１０月末頃に自社でタイヤ交換していたが、トルクレンチは使用せずインパクトで作業実施。
・ホイールボルトのねじ部及びナット部の点検・清掃は未実施で、脱着後の増し締めも未実施。
・脱着後の走行距離は約3,000ｋｍ。

北海道中富良野町 貸切バスの車輪脱落事故の概要について

˗

出典：NHK北海道
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事業用自動車総合安全プランの経緯

○ 事故の発生状況やその背景・傾向を調査・分析するとともに、社会情勢の変化や技術の進展を踏まえながら、有識者の議論を踏まえ

た事故防止対策である『事業用自動車総合安全プラン』を策定。

○ 定期的に取り組み状況やその効果をフォローアップし、有識者から評価・助言をいただきつつ取組を改善。

事業用自動車総合安全プラン2009 （平成21 年度～平成30 年度）

・10年間で死者数半減（平成30年までに250 人以下）
・10年間で人身事故件数半減（平成30年までに3万件以下）
・飲酒運転ゼロ

【目標】

・安全体質の確立 ・コンプライアンスの徹底 ・飲酒運転の根絶
・IT・新技術の活用 ・道路交通環境の改善

【重点施策】

・平成32年(令和2年)までに死者数235 人以下
・平成32年(令和2年)までに人身事故件数23,100 件以下
・飲酒運転ゼロ

【目標】
・関係者(行政、事業者、利用者)連携強化による安全トライアングルの構築
・飲酒運転の根絶 ・自動運転、ICTの開発・利用・普及の促進
・高齢者事故の防止対策 ・道路交通環境の改善
・事故分析に基づく特徴的な事故等への対応

【重点施策】

事業用自動車総合安全プラン2020 （平成29 年度～令和２年度）

事業用自動車総合安全プラン2025 （令和３年度～令和７年度）

・24時間死者数225 人以下、バスタクシーの乗客死者数ゼロ
・重傷者数2,120 人以下
・人身事故件数16,500 件以下
・飲酒運転ゼロ

【目標】 ※１～３番目までは令和７年までの達成目標

・「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現
・飲酒運転等悪質な法令違反の根絶 ・道路交通環境の改善
・新技術の開発・普及促進 ・超高齢社会における事故防止対策
・事故分析に基づく対策立案と関係者の連携による安全体質の強化

【重点施策】

軽井沢スキーバス事故の発生、人口減少や高齢化の進展、自動車の先進安全技術の普及 等

新型コロナウイルス感染症、災害の激甚化・頻発化、先進技術の開発・普及、健康起因事故等の依然とした発生 等

12
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世界に誇る安全な輸送サービスの提供を実現するために、行政・事業者・利用者の ‘安全トライアングル’により、総力を挙げて事故の

削減に取り組むべく、第11次交通安全基本計画と期間を合わせた事業用自動車の安全プランを策定。

依然として発生する飲酒運転、健康起因事故等への対策、先進技術の開発・普及を踏まえた対策、超高齢社会におけるユニバー

サルサービス連携強化を踏まえた事故防止対策

新型コロナウィルス感染症拡大、激甚化・頻発化する災害等に対し、新たな日常への移行に伴う事業環境変化における安全対策

重傷者数に対する削減目標とともに、業態毎に一層の事故削減を図るため、各業態の特徴的な事故に対する削減目標を設定

ポイント

【重点施策】

2.  抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶

6.  道路交通環境の改善3.  ICT 、自動運転等新技術の開発・普及推進

1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現

5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による安全体質の強化

4.  超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策

・新型コロナウィルス感染症拡大に伴う運送労働環境の変化と付帯作業の増加への対応
・激甚化・頻発化する災害への対応 等

・飲酒運転事故件数の近年の下げ止まりへの対応
・社会的関心の高まる「あおり運転」への対応 等

・ICT を活用した高度な運行管理の実現
・無人自動運転サービスに向けた安全確保 等

・依然として多発する乗合バスの車内事故への対応
・高齢運転者事故への対応 等

・各業態の特徴的な事故への対応
・健康に起因する事故の増加への対応 等

・高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化
 を推進する 等

【事故削減目標】

①24時間死者数225 人以下、バス、タクシーの乗客死者数ゼロ

②重傷者数2,120 人以下

③人身事故件数16,500 件以下

④飲酒運転ゼロ

＜全体目標＞ ＜各業態の個別目標＞

【乗合バス】 車内事故件数85 件以下

【貸切バス】 乗客負傷事故件数20 件以下

【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950 件以下

【トラック】 追突事故件数3,350 件以下

事業用自動車総合安全プラン2025[～安全トライアングルの定着と新たな日常における安全確保～
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ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化

○ 事業用自動車の安全輸送の根幹を担う運行管理について、原則として各営業所に選任された運行管理者がそれぞれの営業所の運転者

に対する運行管理等を行っているが、運行管理者不足や長時間労働等の課題が顕在化しており、その対応が急務。

○ このため、ICTを活用した高度な機器を用いて遠隔の営業所間で点呼を行うことや、運行管理を集約して運行中の他営業所の運転者に対

する運行指示を行うこと等、安全性を確保しつつ運行管理者不足等への対応にも資する制度の創設に係る検討を実施。

遠隔点呼のイメージ

運行管理者は、運転者の乗務前後において、酒気・疾病・疲労の確認、運行の安全確保の
ために必要な指示等を行うための点呼を、原則対面で実施しなければならない。

点呼（対面点呼の原則）

対面点呼の様子

運行管理者

点
呼

遠隔点呼

ICT の活用による高度化

自動点呼

運行管理者 運転
者

運行管理者

運転者

運転
者

自動点呼のイメージ

点呼支援機器

自動カメラ、モニター等の映像・音声
を中継する機器を介して、遠隔
で点呼を実施

点呼支援機器に点呼時の確認、
指示項目の一部又は全部を代替
させて点呼を実施

＜主な効果＞

ü高度な点呼機器の使用による
確実性の向上

ü運転者・運行管理者の長時間
労働の是正

＜主な効果＞

ü人的ミスの減少による点呼の
確実性の向上

ü運転者・運行管理者の長時
間労働の是正

高度な機器を使用し、同一事業者内において運行管理業務を一つの営業所に集約して実施

＜主な効果＞運行管理集約による、運行管理者不足の解消

令和３年度：機器要件等のとりまとめ、制度化
令和４年７月～：運用開始
令和７年４月～：事業者間遠隔点呼 追加

令和３年度：機器要件等のとりまとめ
令和４年12月～：業務後自動点呼制度運用開始
令和７年度：業務前自動点呼の制度制度化

令和６年４月～：運用開始

14
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遠隔点呼・自動点呼の被実施場所の拡大（主なポイント）

WG WEB

266
 14  30  446  161  149 

WG https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000629.html
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上記以外のポイントも別紙にまとめていますので、ご参照ください。
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事業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼について
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運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移
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業態別の健康状態に起因する事故報告件数の推移
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健康起因事故の疾病別の内訳（平成２６年～令和５年）
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事業用自動車運転者の健康管理に関する主な取組

○ 「乗務員等の健康状態の把握」「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員等の運行の業務禁止」

⇒ 雇い入れ時の健康診断及び定期健康診断実施の義務付け

従来からの法令上の義務

○ 「運行管理者による点呼時の確認」

⇒ 業務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認

○ 『健康管理マニュアル』 （平成２２年７月策定 平成２６年４月改訂）

⇒ 健康状態の把握、就業上の措置の決定等について具体的方策を整理

⇒ SAS、脳血管疾患及び心臓疾患に関するスクリーニング検査を推奨

健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

○ 『睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策マニュアル』
（平成１５年６月策定 平成１９年６月及び平成２７年８月改訂）

○ 『脳血管疾患対策ガイドライン』 （平成３０年２月策定）

○ 『心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン』 （令和元年７月策定）

○ 『自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル』 （令和４年３月策定）

スクリーニングモデル事業の実施

○ 『自動車運送事業者への脳健診普及に向けたモデル事業』の実施 （平成30年度～令和４年度）

○ 『眼科検診普及に向けたモデル事業』の実施 （令和３年度～）
21

○ 『自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル』 （令和６年３月策定）



「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の概要

事業用自動車の運転者の
健康管理マニュアル

平成22年7月策定
平成26年4月改訂

１．運転者の健康状態の把握

➀ 定期健康診断による疾病の把握（義務）

② 一定の病気等に係る外見上の前兆や自覚症状等によ
る疾病の把握（義務）

③ 脳疾患・心臓疾患や睡眠時無呼吸症候群等の主要
疾病に関するスクリーニング検査（推奨）

※ ➀ ～ ③ において異常所見等がある場合には、
医師の診断や面接指導、必要に応じて所見に応じた検査
を受診させ、医師の意見を聴取（義務）

２．就業上の措置の決定

④ 医師の意見を踏まえ就業上の措置の決定（義務）

⑤ 医師等による改善指導（義務）

３．判断目安に基づく乗務前・中の判断・対処
（義務）

就業上における判断と対処の流れ

定期健康診断
(義務)

自覚症状等
(義務)

主要疾病等に関する

スクリーニング検査
(推奨)

診断/面接指導(義務)
(所見に応じた検査含む)

就
業
上
の
措
置
を
決
定

(

義
務)

通
常
乗
務
可

➀ ② ③

④

➀ ～ ③

所見
なし なし

所見
なし

所見あり 所見ありあり

乗務可

乗務の
軽減・転換

医師

意見

改善指導(義務)
(保健指導)

⑤
医師等

受診 受診

受診

事
業
者
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健康管理マニュアルにおいて推奨しているスクリーニング検査
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自動車運送事業の安全総合対策事業 （令和７年度予算要求 補助金関係）

■ 先進安全自動車（ASV）、デジタル式運行記録計・ドライブレコーダーの機器等の普及を促進し、事故の削減を図るため、自動
車運送事業者に対して、対象機器等の補助を行う。

概 要

ASV

  
 

デジタル式
運行記録計

ドライブレコーダー 通信機能付の
デジタル式運行記録計・

ドライブレコーダー 一体型

クラウドサーバー

無線通信
（LTE等）

専用の
解析ソフトで分析
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睡眠時無呼吸症候群（SAS）が疑われる事故報告について

 

SAS
SAS

 

<SAS >

< >
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事業用自動車事故調査委員会

○ 平成１１年運輸技術審議会・答申を受け、平成13年度から有識者による「交通事故要因分析検討会」を設
 置。

○ 平成２０年の運輸安全委員会設置法改正時の附帯決議等において、「法施行５年後において、業務範囲に自
 動車事故を加えるなど、運輸安全委員会の在り方について検討する」こととされた。

○ 平成２６年６月より、事業用自動車の重大事故の事故要因の調査分析と再発防止対策の提言を目的に、「交
 通事故総合分析センター」を事務局とした各分野の専門家から構成される「事業用自動車事故調査委員会」を
設置。

○ 軽井沢スキーバス事故をはじめ６３件の事業用自動車の重大事故について、調査報告書を公表済み。

Ⱨᾮ

 

    

 

事業用自動車事故調査委員会
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/repor
t1.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html


事業用自動車事故調査委員会（R6.11.1５公表）



事業用自動車事故調査委員会（R7.3.21公表）



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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東北運輸局における貸切バス事業者の監査及び行政処分等の状況

監査・行政処分等の推移 ［令和２年度～令和６年度］
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行政処分等に係る違反事項② 《輸送の安全確保・運行管理関係》
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貸切バス適正化機関による巡回指導
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巡回指導における主な指摘事項 ［令和６年度］



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例と

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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貸切バス事業者の安全対策の強化
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貸切バス事業者の安全対策の強化
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PDF

貸切バス事業者の安全対策の強化
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貸切バス事業者の安全対策の強化
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貸切バス事業者の安全対策の強化
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貸切バス事業者の安全対策の強化



貸切バス運転者に対する実技指導の解説動画

YouTube

YouTube



10 10

HP YouTube

貸切バス事業者の安全対策の強化

44



飲酒運転による事業用自動車の交通事故

事業用自動車による飲酒運転事故件数の推移
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自動車運送事業者における飲酒運転防止対策
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令和６年度に改正した行政処分の基準について

（従前）
●処分日車数による行政処分に加え、７日間の事業の停止処分を付加（①、②に該当する場合）

① 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、酒気帯び運転を伴う重大事故を引き起こし
たとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合

② ①の違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合

（新設）
●飲酒運転防止に係る指導監督義務 初違反１００日車 再違反２００日車

（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る飲酒運転防止に関する指導について、明らかに実施されていることを
指導記録により事業者が証明した場合を除く。）

●処分日車数による行政処分に加え、３日間の事業の停止処分を付加（①、②に該当する場合）
① 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、酒気帯び運転を行ったとして都道府県公安

委員会から道路交通法通知等があった場合
② ①の違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合

（新設）
●飲酒運転防止に係る点呼実施義務 初違反１００日車 再違反２００日車

（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る点呼について、明らかに実施されていることを点呼記録により事業者が
 証明した場合を除く。）

※上記指導監督違反に加えて、酒酔い・酒気帯び運行の際に点呼未実施についても、違反行為として新設

■ 酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化

47

1 10

2 20 40

3 40 15 1 80 30 1

■ 疾病、疲労等のおそれのある運行の業務健康診断未受診者）に係る行政処分基準の強化
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【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】

4 12 23 6 4 1

改善基準告示の改正

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html



メールマガジンの配信

○ 国土交通省で収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものを情報提供することで、事故防止の取組への活用を目的

に、平成21年６月からメールマガジンの配信を開始し、毎週金曜日に定期配信。（令和７年３月７日に第８０１号を配信）

○ 購読者数は運送事業者や運行管理者等をはじめとして２万人を突破。

URL https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/mailmagazine.html 49
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